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事業計画概要書 
 

１．土地区画整理事業の名称 
 
   橿原市縄手緑住土地区画整理事業 
 
２．施行者の名称 
 
   橿原市縄手農住組合 
 
３．施行地区及び区域 
 
   橿原市縄手町の一部 
 
４．施行面積 
 
   約 0.6ha 
 
５．総事業費 
 
   139,347 千円 
 
６．事業の目的 
 
    本地区は、鉄道にも近くまた自動車交通にも便利で、住宅地として恵まれた立地

条件を有していることから、土地の基盤整備と良好な住宅の供給を目的として、橿

原市縄手農住組合が設立されたところである。 
    本土地区画整理事業は、本農住組合設立の趣旨に基づき、良好な住宅地等の造成

を目的とする土地の区画形質の変更及びこれに合わせて整備することが必要な公共

施設の整備を行い、必要に応じ当面の営農の継続を図りつつ、住宅地及び住宅の供

給の拡大を図ることにより地域における住民の生活の安定と福祉の増進に寄与する

ことを目的とする。 
 
７．事業施行期間 
 
   平成 8 年 10 月から平成 11 年 3 月 
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８．施行前後の地積 
 
   土地の種目別施行前後対照表 

施   行   前 施  行  後 
種  目 

地 積 ( ㎡ ) 割 合 ( % ) 地 積 ( ㎡ ) 割 合 ( % ) 

公 共 用 地 
(道路、河川・水路、 

公園・緑地) 0 0 1,957.73 31.48 
宅地 

(田、畑、宅地、 
雑種地 他) 5,826.00 93.67 4,262.21 68.53 

測 量 増 減 393.94 6.33   
総 計 6,219.94 100.00 6,219.94 100.00 

 
９．合算減歩率 
 
   38.04% 
 
１０．事業の特徴 
 
   １．農住組合施行土地区画整理事業（県下初） 
   ２．JA グループの事務代行 
   ３．緑住（建設省(当時)、市）農住補助（国土庁(当時)） 
     緑住補助対象は造成工事の大半 
     農住補助対象は文化財調査費・調査設計費・事務費 
   ４．緑住補助対象工事期間が実質４ヶ月弱 
   ５．農住組合設立時には仮換地についてはほぼ決定 
 
 
 
 
 
１１．経緯等 
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   １．事業の発意         平成 元年 １月 
   ２．発起人会の組織       平成 ７年 ９月２１日 

３．農住組合設立認可      平成 ８年 ７月１９日  
   ４．土地区画整理事業施行認可  平成 ８年１０月１５日 
   ５．仮換地指定         平成 ８年１２月 ２日 
   ６．工事着手          平成 ８年１２月１６日 
   ７．工事完了          平成 ９年 ３月２０日 
   ８．事業計画変更認可      平成 ９年 ６月１３日（第 1 回） 

９．換地計画認可        平成 ９年 ６月２０日 
  １０．換地処分          平成 ９年 ７月１９日 
  １１．区画整理登記完了      平成 ９年 ７月２８日 
  １２．公共施設の引き継ぎ     平成 ９年１２月１８日 
  １３．事業計画変更認可      平成１０年 ３月２１日（第 2 回） 

１４．終了認可          平成１１年 ３月２９日 
１５．組合員数          宅地所有者 ９名 

                   借地権者  ０名 
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